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富士見市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

富士見市議会委員会条例（昭和５３年条例第２２号）の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定する。 
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                   同      伊勢田 幸 正 

 

 提 案 理 由 

議会運営委員会の定数を変更するため、富士見市議会委員会条例の一部を改正した

いので、地方自治法第１１２条及び富士見市議会会議規則第１３条の規定により、こ

の案を提出します。 



 

 

 

富 士 見 市 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市議会委員会条例（昭和５３年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「６人」を「５人」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市議会委員会条例の規定は、令

和３年４月１３日から適用する。 

 

 

 

 

 

 


